
連結の範囲等

■銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が
銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らし
自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断する
ための基準（平成18年3月27日金融庁告示第20号。
以下「連結自己資本比率告示」という。）第20条第1項
第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社
のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と
所要自己資本を下回った額の総額
連結自己資本比率告示第20条第1項第2号イからハまでに掲げる控
除項目の対象となる会社はありません。
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